
別　紙　６－２

数量 単位 単価 金額

自動車重量税
乗用自動車（自家用）
車両重量１．０トンまで　２年

1 台

自動車重量税
乗用自動車（自家用）
車両重量１．５トンまで　２年

4 台

自動車重量税
乗用自動車（自家用）
車両重量１．５トンまで　２年　１３年経過

2 台

自動車重量税
乗用自動車（自家用）
車両重量２．０トンまで　２年

3 台

自動車重量税
乗用自動車（自家用）
車両重量２．０トンまで　２年　１３年経過

2 台

自動車重量税 検査対象軽自動車（自家用）　２年　エコカー 1 台

自動車重量税 検査対象軽自動車（自家用）　２年 2 台

自動車重量税
小型貨物自動車（自家用）
車両総重量２．０トンまで　２年　１３年経過

1 台

自動車重量税
小型貨物自動車（自家用）
車両総重量３．０トンまで　１年　１３年経過

1 台

自賠責保険料
乗用自動車（自家用）
本土　２４ヶ月契約

12 台

自賠責保険料
検査対象軽自動車
本土　２４ヶ月契約

3 台

自賠責保険料
小型貨物自動車（自家用）
本土　２４ヶ月契約

1 台

自賠責保険料
小型貨物自動車（自家用）
本土　１２ヶ月契約

1 台

定期点検 １２ヶ月点検基本料（軽自動車） 5 式

定期点検
１２ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１．０トン超１．５トン以下）

7 式

定期点検
１２ヶ月点検基本料
(乗用自動車：車両重量１．５トン超２トン以下)

4 式

定期点検
６ヶ月点検基本料
(小型貨物自動車：車両総重量２．５トン超３．０トン以下) 1 式

定期点検 車内及び外回り洗浄 17 式

定期点検 車両陸送 17 往復

定期点検 代車 17 式

継続検査(車検） ２４ヶ月点検基本料（軽自動車） 3 式

継続検査(車検）
２４ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１．０トン以下）

1 式

継続検査(車検）
２４ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１．０トン超１．５トン以下）

6 式

入札内訳書
件名（項目）

自動車重量税計（Ａ）

自動車損害賠償責任保険料計（Ｂ）



数量 単位 単価 金額件名（項目）

継続検査(車検）
２４ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１．５トン超２．０トン以下）

5 式

継続検査(車検）
２４ヶ月点検基本料
（小型貨物自動車：車両総重量１．０トン超２．０トン以下） 1 式

継続検査(車検）
１２ヶ月点検基本料
（小型貨物自動車：車両総重量２．５トン超３．０トン以下） 1 式

継続検査(車検） エンジン及び下回りスチーム洗浄（軽自動車） 3 式

継続検査(車検）
エンジン及び下回りスチーム洗浄
（乗用自動車：車両重量１．０トン以下）

1 式

継続検査(車検）
エンジン及び下回りスチーム洗浄
（乗用自動車：車両重量１．０トン超１．５トン以下）

6 式

継続検査(車検）
エンジン及び下回りスチーム洗浄
（乗用自動車：車両重量１．５トン超２．０トン以下）

5 式

継続検査(車検）
エンジン及び下回りスチーム洗浄
（小型貨物自動車：車両総重量１．０トン超2．０トン以下） 1 式

継続検査(車検）
エンジン及び下回りスチーム洗浄
（小型貨物自動車：車両総重量２．５トン超３．０トン以下） 1 式

継続検査(車検） 下回り塗装（軽自動車） 3 式

継続検査(車検）
下回り塗装
（乗用自動車：車両重量１．０トン以下）

1 式

継続検査(車検）
下回り塗装
（乗用自動車：車両重量１．０トン超１．５トン以下）

6 式

継続検査(車検）
下回り塗装
（乗用自動車：車両重量１．５トン超２．０トン以下）

5 式

継続検査(車検）
下回り塗装
（小型貨物自動車：車両総重量１．０トン超２．０トン以下） 1 式

継続検査(車検）
下回り塗装
（小型貨物自動車：車両総重量２．５トン超３．０トン以下） 1 式

継続検査(車検） 車内及び外回り清掃 17 式

継続検査(車検） 車両陸送 17 往復

継続検査(車検） 代車 17 式

継続検査(車検） 保安確認検査料(軽自動車） 3 式

継続検査(車検） 保安確認検査料(軽自動車以外） 14 式

継続検査(車検） 継続検査代行 17 式

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝

※作業料金は消費税を除き計上すること。
※車両陸送は全て自走で見込むこと。また契約書別紙３「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」の
　 全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘らず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価及び総価を記載
 　すること。
※自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。

作業料金計（Ｃ）


